
令和６年４月１日以後開始事業年度等分 
 内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

 

【№84】譲渡損益調整資産が減価償却資産又は繰延

資産である場合、13欄又は16欄に金額を記載してい

ますか。 

【№82】５欄の金額は、1,000万円以上の金額を記載して

いますか。 

 なお、通算グループ内の法人間で譲渡された通算法人

株式については、譲渡直前の帳簿価額が1,000万円未満で

あっても５欄に記載していますか。 

【№４】当事業年度に適用される別表を使用

していますか。 

【№85】譲渡損益調整額の戻入れ計算を譲渡年度におい

て原則法又は簡便法により行った場合、その後の年度も

それぞれ原則法又は簡便法を継続適用していますか。 

【№83】譲渡損益調整資産が通算グループ内の他の通算法人の株

式であり、かつ、譲受法人が当該他の通算法人以外の通算グルー

プ内の法人である場合、12～26欄を記載していませんか。 

 また、その場合、その譲渡損失額又は譲渡利益額を別表四付表

の３欄又は８欄に記載していますか。 


